
カテゴリ 内　　　　容

1
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

個人利用
（居場所機能）

青少年の家では、低学年の子供たちが安全安心に遊べる場であり、代
替え施設でもそうあってほしい。

代替機能を設ける場合には、安全面について配慮します。

2
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

個人利用
（居場所機能）

青少年の家のように、放課後、土曜、長期休みの子どもの居場所を確保
してもらいたい。できれば時間帯も同じであると助かります。

土日や長期休み時の児童の居場所については、同じ大楠幼稚園跡施
設内に設ける予定の、放課後児童クラブ（学童保育）や、全世代を対象
にした居場所スペースをご利用いただくことをご検討ください。開設時間
については、検討していきます。

3
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

個人利用
（居場所機能）

保育園問題も深刻です。大楠地域は子供達が増える一方で保育施設
は増えていません。一時保育でも小規模保育施設でもいいので、幼い
子を持つ本当に困っているママ達の助けになる施設が一つ欲しいで
す。

福祉こども部に意向を伝えさせていただきます。

4
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

個人利用
（居場所機能）

ランドセル置き場として利用できれば良いと思う。
大楠幼稚園跡施設内に、放課後こども教室や放課後児童クラブ（学童
保育）を設ける予定です。

5
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

個人利用
（居場所機能）

児童が安全に行ける居場所を作ってほしい。大楠幼稚園跡施設を活用
することは良いと思う。

ご意見ありがとうございます。

6
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

個人利用
（居場所機能）

未就学児の母親やプレママが繋がれる場所がない。定期的に交流会等
の機会がほしい。

福祉こども部に意向を伝えさせていただきます。

7
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

個人利用
（居場所機能）

大楠幼稚園跡施設の利活用について、部屋ごとで予約や利用の時間
等が変わるか？

部屋によって、時間帯で使途を変えることについては、現時点では未定
ですが、今後開催する検討会でも提案させていただきます。

8
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

個人利用
（居場所機能）

青少年の家で夜に卓球を行っているが、大楠幼稚園跡施設では卓球は
できるようになるのか。

全く同じものの提供はできませんが、使用している団体がいることは把
握していますので、機能を取り込めないか検討します。

9
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

個人利用
（居場所機能）

大楠幼稚園跡施設についても、現在の青少年の家のように、子ども達が
安心して放課後に過ごせる場としてほしい。

代替機能を設ける場合には、安全面について配慮します。

10
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

放課後児童
対策

青少年の家にあるランドセル置場よりも、放課後子ども教室の開設時間
が短いので長くしてほしい。
時間はボランティアがいれば延ばせるのか。

通常、放課後子ども教室は学校施設を借りているので、学校の運営に
合わせることが原則ですが、大楠幼稚園跡施設は、学校隣接の独立し
た建物なので、時間の検討はできるかもしれません。

11
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

放課後児童
対策

大楠幼稚園跡施設に移ることになって、今までと機能として変わることが
何なのか分かりづらい。

これから内容を検討していくので現時点で確定していない部分もありま
す。今後、ご意見を伺い反映させていく考えです。

「大楠青少年の家廃止説明会」における意見・質問と市の回答一覧（７月28日・29日）

№ 施設名 日時
意　見　・　質　問 回     答

（当日回答できなかった部分等について、一部補足しています。
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カテゴリ 内　　　　容

№ 施設名 日時
意　見　・　質　問 回     答

（当日回答できなかった部分等について、一部補足しています。

12
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

青少年の家 青少年の家は多く利用しており、無料なのがありがたい。 ご意見として承ります。

13
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

青少年の家
青少年の家には元々西浦村の役場があり、大楠町の時に大楠連絡所
があった。土地としてのいわれがある歴史と文化があり、残してほしい。

ご意見として承ります。

14
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

青少年の家 青少年の家は風水害時に避難所になっていないのか。
コミュニティセンターのように、市があらかじめ開設するタイプのものでは
ありませんが、避難所になっています。

15
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

青少年の家 青少年の家を解体したら備品はどうするのか。 使えるものはできるだけ活用し、古くて使えないものは処分します。

16
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

その他 地域の声は具体的にはどのようにして吸い上げるのか。

これまで、連合町内会の会議の場で意見交換をさせていただくなど、ご
意見をお聞きする場を設け、今回の説明会でも利用者等からご意見を
お聞きしてきました。今後、各施設に配置したご意見箱からも地域の声
をお聞きする予定ですが、こうした意見を整理して、地域の代表者等の
方にご参加いただく検討会を開催していく予定です。

17
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

その他
周りの人で、この説明会のことを知らない人が多くいた。PTAを通じて周
知をしてほしかった。

これまで、広報よこすかや市のホームページへの掲載のほか、青少年の
家での掲示により、周知を図ってきました。こうした場で情報を得ることが
できなかった方に対する周知方法は、今後の課題とさせていただきま
す。

18
大楠青少
年の家

７月28日
・7月29日

その他
既に全世代型の施設として運営している池上コミセンなど先行事例を参
考にメリット、デメリットを生かしてほしい。

先行事例を生かせるように検討していきます。

お問い合わせ先

（青少年の家について）    　青少年会館   046-823-7630

（再編全般について） 　　　　ＦＭ推進課   046-822-９６１７
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